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1. はじめに 
大滝ダムは、洪水調節や水道・工業用水の供給、発電など、多様な役割を担うとともに、下

流域の安心・安全な暮らしを支える重要な社会資本です。 

現在、ダム水源地域の多くは、過疎化・高齢化の進行や林業の低迷による水源林の荒廃、
地域社会の衰退などによる地域格差の拡大など、様々な問題に直面しています。 

大滝ダム水源地域の豊かな自然環境をはじめとする豊富な地域資源の活用に加え、大滝ダ
ム建設に伴い、「ダム湖の創出」といった絶好の機会を活かして流域連携を活発化し、水源
地域の深刻な課題である「地域活性化」に貢献していくことが期待されます。また、創出さ
れたダム湖を効果的・持続的に活用していくためには、ダム湖の命とも呼べる「良好な水環
境の保全」や、これらを支える「山林の保全」といった課題への対応も不可欠です。 

水源地域である川上村は、水源地と強いつながりを持つ、下流にある和歌山県の紀の川の
流域市町村や吉野川分水、奈良県営水道で結ばれる奈良県の人たちとの交流を通じて、川上
村を、人が住み続け、山を守り、そして水を守っていけるような村として存続させることを
決意し、平成６年度に紀の川第３次総合計画「吉野川源流物語」を策定して以降、30年以上
にわたり、「水源地の村づくり」を基本理念として掲げてきました。この間、川上宣言の発
信、水源地の森の保全活動、和歌山市との「水源地保護に関する協定」、水のつながりプロジ
ェクトなど、多様な施策を計画的かつ継続的に実施し、源流域を担う自治体としての責務を
果たしてきました。これらの取組は、地域内外から高い評価を受けるとともに、水源地域と
しての価値向上に大きく寄与してきました。 
本ビジョンは、これまで川上村が積み重ねてきた施策の成果を基盤としつつ、大滝ダムの

存在を地域資源として一層活用していくことにより、水源地域のさらなる活性化を図ること
を目指します。 
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2. 大滝ダムについて 
2.1 大滝ダム建設の歴史 
2.1.1 伊勢湾台風 
昭和 34 年 9 月の伊勢湾台風によって、紀の川流域では未曾有の被害が発生しました。そ

のため、紀の川流域では、水害の発生を防ぐ効果がある洪水調節機能を有したダム建設を強
く求める声があがりました。これがきっかけとなって大滝ダム建設は始まりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 

2.1.2 大滝ダムの建設 
大滝ダムは、その建設により川上村役場などの中心部や永い歴史をもち由緒ある丹生川

上神社など、399 戸が水没することとなりましたが用地買収や物件移転等、川上村をはじ
めとする関係者の協力のもと平成 25年に完成し管理・運用が開始されました。 
このような建設背景の中、川上村は、吉野川（紀の川）源流に位置する村として、平成 8

年に『川上宣言』を全国に発信するなど「水源地の村づくり」に取り組み、水源地としての
役割を果たしつつ、今日の大滝ダム運用に貢献しています。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 図 3 川上村役場移転（当時）        図 4 丹生川上神社上社 

  出典）川上村 HP、かわかみ源流ツーリズム HP 

 

図 1 山津波により民家 16戸が被災、
約 60人が生き埋め（川上村高原
付近、昭和 34年伊勢湾台風） 

図 2 伊勢湾台風により増水した吉野川 
   （吉野町上市付近、昭和 34年伊勢

湾台風） 
出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP 
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2.2 大滝ダムの概要 
大滝ダムは、紀の川水系紀の川（奈良県吉野郡川上村大字大滝地内）に建設された重力式

コンクリートダムで、洪水調節、水道用水・工業用水、発電、流水の正常な機能の維持を目
的とした多目的ダムです。 
大滝ダムは、伊勢湾台風（昭和 34年）による甚大な被害を受けたことがきっかけとなり、

平成 25年 3月 31日に建設事業が完了し、運用を開始しました。 
 

 表 1 大滝ダムの諸元              

ダ ム 
形式 重力式コンクリートダム 
堤高 100m 
堤頂長 315m 
堤体積 1,030,000㎥ 

貯 水 池 
河川名 紀の川水系紀の川 
河口から
の距離 100.65km 

流域面積 258㎢（大滝ダム：143.2
㎢、大迫ダム：114.8㎢） 

湛水面積 2.51㎢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6  大滝ダムの位置 

  

図 5 容量配分大滝ダム（ダム堤体下流） 

出典）大滝ダムパンフレット 
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ダムの容量配分図を図 7に示します。洪水時最高水位(サーチャージ水位)は、貯水できる
限界の水位です。洪水時にこの水位以上になった場合は、ダムに入ってくる水はすべて放流
します。平常時最高貯水位(常時満水位)は、非洪水期(10月 16日から 6月 15日)に利水のた
めに確保しておく水位です。これ以上はサーチャージ容量と言い、洪水調節にのみ使われる
容量であるため、通常はこの水位を越えないように水位を保ちます。洪水期貯留準備水位（第
1 期:標高 302ｍ 第 2 期:標高 290ｍ）は、洪水期(6 月 16 日から 10 月 15 日)に利水のため
に確保しておく水位です。通常はこの水位を越えないように保ち、洪水時最高水位までの容
量を洪水調節に使います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 容量配分 

  

出典）大滝ダムパンフレット 
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2.3 役割 
2.3.1 洪水調節 

(1) 防災操作 
大滝ダムの操作については、洪水時の最大放流量は 1,200m3/s（無害放流量）としてお

り、下流の河道の整備状況にあわせ、順次洪水調節時の放流量を増やしています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）大滝ダムパンフレット 

図 8 大滝ダムの防災操作 

 

2.3.2 水道用水・工業用水の供給 
水道用水として奈良県営水道に 3.5m³/s、和歌山県営水道に 0.45m³/s、橋本市営水道

に 1.0m³/s、和歌山市営水道に 1.54m³/s を、また、工業用水として和歌山市に 0.51m³
/s の水を供給しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     出典）大滝ダム放流設備概要パンフレット 

図 9 利水流量配分図 

  



 

6 

 

2.3.3 発電 
大滝ダムからの放流を利用して直下の関西電力（株）大滝発電所において、最大出力

約 10,500kW を発電しています。大滝ダムからの取水による大滝発電所の年間平均発生
電力量は、平成 29年～令和３年では約 35,000MWh となっています。平成 29 年～令和
３年での発生電力量は、約 12,000世帯が年間に消費する電力量に相当します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

図 10 発生電力量（MWh）実績 

 

2.3.4 ハイブリットダムの取り組み 
(1) ハイブリットダムとは 
ハイブリットダムとは、治水機能の強化と水力発電の増強を両立させるため、気象予

報も活用し、ダム容量の共用化を図り、ダムをさらに活用する取組みです。 
 

(2) 治水機能の強化（事前放流） 
一級河川紀の川水系において、河川管理者並びにダム管理者及び関係利水者は、「既

存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」（令和元年 12月 12日 既存ダムの洪
水調節機能強化に向けた検討会議決定）に基づき、河川について水害の発生の防止等が
図られるよう、大滝ダムにおいても降雨量予測が基準雨量を超過した場合は、利水容量
を放流し、治水容量の確保を行うこととしています。 
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出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

図 11 事前放流の水位低下のイメージ 

 

(3) 水力発電の増強（ダム運用高度化） 
「ダムの運用高度化」とは、洪水調節を行った後や洪水に至らない出水時に、最新の

気象予測技術を活用し、洪水対応に支障のない範囲でダム貯水池に水を貯留し、隣接す
る関西電力の大滝発電所で有効に発電しながら放流することで、従来のダム運用よりも
増電を図る試行的な取り組みです。 
大滝ダムにおいても、令和 7年 7月より試行運用を実施しています。 
 

 

図 12 貯水池容量配分図（増電に使用する容量） 

 

第1期
運用高度化水位

EL.303.5m

第2期
運用高度化水位

EL.292.1m

堆砂容量 8，000千㎥

ｻｰﾁｬｰｼﾞ容量
5，000千㎥

利水容量
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利水容量
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利水容量
15，000千㎥
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第2期
洪水調節容量
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平常時最高
貯水位

EL.321m

第2期
制限水位
EL.290m

第1期
制限水位
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洪水時最高貯水位 EL.323m

6/16 8/15

8/16 10/15 有
効
容
量

76
，

00
0千

㎥

総
貯
水
容
量

84
，

00
0千

㎥1.5ｍ

2.１ｍ

増電に使用する容量
約2,500千m3

増電に使用する容量
約2,500千m3
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図 13 運用高度化による増電のイメージ 

出典）国土交通省近畿地方整備局記者発表資料(令和７年 8月 8 日) 
 

2.3.5 流水の正常な機能の維持 
雨の少ない時期（非洪水期：10月 16日から翌 6月 15日）に、川にすむ生物や川が本

来有している環境に影響が生じないよう下流に向けて放流することで、ダム下流の河川
環境を保全しています。 

 
 

  

1.洪水量に達しない流水の放流の工夫 2.洪水後期の放流の工夫

水位運用高度化操作実施時のダムの水位 通常の操作によるダムの水位
水位運用高度化操作実施時の放流量 通常の操作による放流量
流入量 雨量

雨
量

増電
イメージ

流
入
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・
放

流
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ダ
ム
水

位
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3. 紀の川・吉野川流域の概要 
3.1 気候 
紀の川・吉野川は、日本最多雨地帯の大台ケ原を水源として、紀伊半島の中央部を貫流し、

高見川、大和丹生川、紀伊丹生川、貴志川等を併せて紀伊平野を経たのち、紀伊水道に注ぐ、
幹川流路延長 136㎞、流域面積 1,750km2の一級河川です。その流域は、和歌山県・奈良県
両県にまたがり、和歌山市、橋本市、川上村など 8市 8町 4村からなります。 
水源地域となる川上村の周囲には、南に山上ヶ岳を主峰とする大峯山系、東に大台ヶ原に

連なる台高山脈、西には吉野山が位置し、台高山脈より流れる吉野川が中央部を貫流して V
字渓谷を形成し、大半が急峻な山岳地帯となっています。 

 

 

図 14  紀の川・吉野川流域 

流域の気候は、中下流部が瀬戸内海型気候区に属しており、全国の年平均気温 15.5℃に対
し、和歌山市で 17℃程度、かつらぎ町で 15℃程度と温暖でありますが、高野山や吉野地方
の山地部では 11℃程度と低くなっています。また、流域の降水量は、流域平均で約 1,600mm、
水源地帯を含む上流部で約 2,100mm、中下流部で約 1,400mmであり、上流部で全国の平均
年間降水量約 1,600mmを上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15  紀の川流域の年降水量（平成 13～22年の平均値）  

出典）紀の川水系河川整備計画【国管理区間】 
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3.2 水質 
紀の川（吉野川）の水質の環境基準は、津風呂川合流点から下流側が A 類型（BOD2.0mg/l 

以下）に、上流側が AA類型（BOD1.0mg/l 以下）に指定されています。 
紀の川（吉野川）の水質は、下水道の普及等により、環境基準点では大腸菌群数を除き、

概ね環境基準を達成しており、五條市から吉野町の支川では、市街地の生活排水による影響
を受け BOD が幾分高い状況であるが、近年では概ね環境基準を満足しています。 
このような水質を維持・向上するため、下水道の整備を行うとともに、国・県・関係市町

村からなる「紀の川水質汚濁防止連絡協議会」では、水質保全にかかる事業促進のための連
絡調整や水質保全に関する広報活動、水生生物調査による水質把握活動等を行っています。  
また、NPOや自治会、関係市町村等からなる「吉野川を守る会」では、水質の実態把握の

ための水質測定や水質保全に関する啓発宣伝活動等を行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 紀の川・吉野川における水質（BOD75%値）の経年変化 

 

図 17 水質環境基準地点位置図  
出典）紀の川（吉野川）水系河川整備計画 
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3.3 人口と産業 
流域の産業は、流域が「木の国」と呼ばれていたように、気候が樹木の生育に適している

ため、スギ・ヒノキ等の林業が盛んでした。 
また、中流部から下流部にかけては農業が盛んで、主要農産物の米麦の他、たまねぎ、み

かん、かき等の生産が盛んです。さらに、下流部の和歌山市周辺の臨海工業地帯は重化学工
業を含む商工業地帯で、鉄鋼、化学、織物工業が盛んです。 
また、流域内人口は、約 67 万人で下流の和歌山市に流域内人口・資産の約半分が集中し

ています。 
平成 17 年の紀の川流域内産業就労人口は、第一次産業が約 8%、第二次産業が約 26%、

第三次産業が約 66%となっています。 
しかし、近年は、上流部の過疎化や高齢化、農林水産業の低迷、下流部の重化学工業の伸

び悩み等による活力不足などの問題を抱えています。 
そのため、活性化対策が各地域で進められています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 18 流域市町村産業就労人口 
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4. 水源地域の概要 
4.1 水質 
水源地域にあたる大滝ダム付近の水質は、平成 30 年から令和 3 年で見ると、ダムサイト

で SSが平成 30年に環境基準をやや超える状況でしたが、他の年の水質項目（BOD、COD、
SS）は全地点で基準値を下回るなど、概ね良好な水質と言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料をもとに加工 

図 19 大滝ダム付近の水質調査地点図 
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※ダムサイト、井戸橋：湖沼環境基準 A 類型（COD：3mg/l 以下、SS：5mg/l 以下） 
ダムサイト、井戸橋以外の地点：河川環境基準 AA 類型（BOD：1mg/l 以下、SS：25mg/l 以下） 

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

図 20 大滝ダム付近の水質の変遷 
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4.2 人口の変遷 
水源地域である川上村の人口は急激な人口流出が続き、その結果、令和 2年 3月で 1,200

人を下回るまでに減少しています。一方、高齢者人口（65歳以上）が多く、少子高齢化が続
いています。また、令和 6 年以前の 10 年間で、転入者・転出者数は増減を繰り返しており
ますが、令和３年を除き、転出者数が転入者数を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

図 21 川上村の人口の推移 

 

 

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

図 22 川上村の少子高齢化の状況（年齢別人口） 
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出典）住民基本台帳人口移動報告より作成 

図 23 川上村の転入者・転出者数の推移 
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4.3 自然環境 
4.3.1 自然環境の概要 
水源地域上流部には、国指定特別天然記念物であるニホンカモシカ、県指定天然記念物の

オオダイガハラサンショウウオ、県指定絶滅危惧Ⅱ類のナガレヒキガエルなどの動植物が生
息し、三之公には生きた化石植物と言われるトガサワラ（国指定天然記念物）の約 22haに
及ぶ原始林があります。また、ブナやモミ、ツガなどの原生林も現存しており、川上村では
このうち三之公地区の約 740haを購入し、「水源地の森」として保全しています。 
水源地域の支川渓流では、透き通る川の水が岩々の間を流れる美しい風景が広がり、高さ

約 50m の水量豊かな蜻蛉の滝などの大小様々な滝が形成されています。また、石灰岩質の
地質は神秘的な鍾乳洞となって点在しており、古くから湧き出る温泉も湧き出ているなど、
豊かな自然環境が残され、それらが水源地域としての魅力となっています。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出典）環境省 自然環境局 自然環境情報 GIS データ（昭和 53-昭和 54 年度、昭和 58-昭和 62 年度、昭和 63-

平成 4 年度、平成 5-平成 10年度の重ね合わせデータ）をもとに植生図を作成し、ダムサイト及びダム流
域界を追記 

図 24 川上村の植生図 

  

大滝ダム 

大迫ダム 
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4.3.2 森林の状況 
紀の川・吉野川の水源地域は、吉野林業の発祥の地であり、約 500 年間の歴史を持つ

吉野林業の主産地となってきたことから、造林による人工林の比率が高い状況にありま
す。 
水源地域の森林は 97%が民有林であり、さらにその約 70%をスギ・ヒノキの人工林の

針葉樹が占めています。 
なお、「吉野材」は「密植・多間伐・長伐期」という「吉野林業」の優れた伝統林業技

術によって得られる通直・完満・元末同大で、さらに節が非常に少なく、目合い(緻密な
年輪)・色合いに優れている木材であるため市場で珍重されています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）令和 5 年度奈良県林業統計より作成 

図 25 水源地域の森林資源の内訳  

民有林/人工林/針葉樹, 
16,658 ha民有林/人工林/

広葉樹, 6 ha

民有林/天然林/
針葉樹, 350 ha

民有林/天然林/広
葉樹, 7,788 ha

民有林/その他, 96 ha
国有林/人工林, 109 ha 国有林/天然林, 567 ha

国有林/その他, 37 ha

面積総数
25,612ha

65.0%
0.02%

1.4%

30.4%

0.4%
0.4%
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4.3.3 林業の変遷 
室町時代に、木材需要の高まりにより、川上村の先人は山畑に植林をするようになり、

農業の傍ら林業を始めたといいます。 
戦国時代を経て政権が安定すると、全国において木材需要が拡大され、川上村から都

市部へと広大な吉野川を伝って、筏組みをした木材が運ばれる手法が確立され、大阪城、
伏見城にも吉野材が用いられたといいます。 
江戸時代の中期、町人文化が熟成されると、川上村・吉野地方では樽丸の生産が本格

的に広がります。また、江戸時代中期から後期になると、山林の森林資源が減少し始め、
造林地を維持するだけの資力が不足していました。この時、林業を存続させるために、
村は有力者に林地を売却し、借地林業・山守制度を導入しました。資本と経営の分離と
いった手法は、まさに当時からすると先進的であり、この独特の制度により、川上村を
中心とした吉野林業では、「山の土地を持つ者と、その山を管理する者」つまり「山主と
山守」の深い信頼関係によって、ここ川上村の山林資源は何代にも渡って守り育まれ、
継承されることとなりました。 
このように、川上村では、林業を基幹産業としてきましたが、近年の国産木材価格の

低下、林業需要の減少等により、林業従事者が大幅に減少している状況にあります。 
川上村の林業従事者の推移を見ると、平成 2年にはまだ 258人いた林業従事者は、平

成 17 年には 68 人までに急激に減少しています。特に、50 歳代は 107 名から 16 名へ、
40 歳代は 40 名から 7 名になるなど働き盛りの年代が減少し、後継者となる 30 歳代で
も 10名から 6名となっています。 

 
【山守制度とは】 
山守制度とは、一種の森林管理の制度で、一般に村外所有者が、山林所在の地域住民の中か

ら信用のある者を選んで山守として保護管理を委託するものです。 
山守は、所有者に代わって人夫を集め、これを指揮管理して撫育を進め、立木一代間の管理

報酬として日給・月給等でなく、立木皆伐時、3～5％が山守料として支払われ、慣例として立
木は優先的に購入でき、木材流通にも従事するものです。 
山守の職務は、山林の保護管理から植栽手入れ、間伐等の労務及び資材の調達・労務者の指

揮管理までおよび、山守制度は森林を経営していく上で山林所有者、山守双方ともメリットが
あり有効に機能していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）川上村 HP より作成 

図 26 川上村の林業従事者数の推移 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

昭
和

35
年

昭
和

40
年

昭
和

45
年

昭
和

55
年

平
成

2年

平
成

8年

平
成

9年

平
成

10
年

平
成

11
年

平
成

12
年

平
成

17
年

林業従事者数の推移/年齢別構成（人）

20歳以下 21～30歳 31～40歳 41～50歳 51～60歳 61～70歳 71歳以上



 

 19 

4.4 地域経済 
人口の減少傾向が続く中、水源地域である川上村の総生産は減少傾向にあり、地域経済が

衰退している状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）奈良県市町村民経済計算より作成 

図 27 川上村の村内総生産の推移 

※村内総生産：国のＧＤＰ（国内総生産）に当たるもので、川上村内での生産活動により
新たに生み出された価値（付加価値）の評価額を示したものです。産出額から中間投入
（原材料費や光熱水費など）を差し引いて求めます。 
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5,000

5,500

6,000
（百万円）
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4.5 環境保全の主な取り組み 
吉野川の源流域にある川上村は、“かけがえのない美しい森と水”とともに、豊かな暮らし

を育むため、1996年に全国に向けて「川上宣言」を発信しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典）川上村 HP 

図 28 川上宣言 

 

  

川 上 宣 言 

私たち川上は、自然と一体となった産業を育んで山と水を守り、都市
にはない豊かな生活を築きます。 

私たち川上は、川上における自然との付き合いが、地球環境に対す
る人類の働きかけの、素晴らしい見本になるよう努めます。 

私たち川上は、これから育つ子ども達が、自然の生命の躍動に素直
に感動できるような場を作ります。 

私たち川上は、かけがえのない水が作られる場に暮らす者として、
下流にはいつもきれいな水を流します。 

私たち川上は、都市や平野部の人たちにも、川上の豊かな自然の 
価値に触れ合ってもらえるような仕組みづくりに励みます。 
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吉野川（紀の川）源流に位置する村として、人工林・天然林を含む山を守ることで、命の
源たる水を守るという使命を全うするとともに、第 6次川上村総合計画基本構想（令和 7年
3月策定）の「いつまでもみんなで誇りのもてる水源地の村づくり」を目標に取組みを展開
しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 29 第６次川上村総合計画  

出典）川上村提供資料 
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その取り組みは、平成６年度に策定した第３次総合計画「吉野川源流物語」に始まり、平
成 16 年度には第４次総合計画「吉野川源流物語～第２幕」へと引き継がれ、そして平成２
６年度には第５次総合計画「都市にはない豊かな暮らしの実現」へと、具体化されてきまし
た。 
また環境面では、川上村環境基本条例に基づき、令和 2年 3月に第 2次環境基本計画を策

定し、自然豊かな水源地域の環境を保全するため、様々な取り組みを実施しています。 

表 2 水源地域における環境保全の主な取り組み 

取 組 名 概 要 
水源地の森の保全 

吉野川の最源流部に位置する原生林 740ha を川上村が購入し、「水源地の
森」として保全 

和歌山市との「水源地保護に関
する協定」 

和歌山市と川上村の交流をより強いものにしながら、水源地保護の具体化を
進めるため、「和歌山市民の森づくり」や流域の市町村とともに一体的な取
り組みを実施 

関西電力労働組合との協定 
関労かわかみの森（１ha の二次林）の森の手入れ活動（除伐や下草刈りな
ど）を実施。これらの活動は、組合員のボランティア活動の理解促進や研修
の一環としても活用 

大阪工業大学との連携 
川上村と大阪工業大学が相互の資源を持ち合い、環境共生に取り組み、地域
資源や自然環境を活かし、地域社会の発展と人材育成、教育・学術研究機能
の向上に寄与することを目的として協定を締結 

奈良女子大学との連携 
奈良県川上村と国立大学法人奈良女子大学が、相互の密接な連携と協定によ
り、大学の「知」を活かし、地域の課題に迅速かつ適切に対応し、活力ある
地域社会の形成と発展に寄与することを目的として協定を締結 

未来への風景づくり 白屋集落跡において、植栽による景観づくりをとおして再生するプロジェク
ト。水源地の環境保全として、企業・団体が区画ごとに植樹と管理を実施 

シルバー人材センターによる
環境保全活動 

シルバー人材センターがダムのトイレ掃除や山の清掃・苗の植付等を行って
おり、綺麗なダムサイトを維持し、美しい森林の景観を保全 

水のつながりプロジェクト 

平成 23 年 11月 26 日、大和平野土地改良区より川上村に「おかげ米」が贈
呈されたことをきっかけとなったプロジェクト。 
大和平野及び水源地域の児童が大和平野で田植え・稲刈り体験、川上村で環
境学習と川の生き物しらべ体験と通じ交流することで、大和平野の地理、歴
史、及び水源地の役割を学習 

合併処理浄化槽の設置の推進 生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と吉野川流域の水質向上をめざ
し、合併処理浄化槽の設置に補助金を交付 

浄化槽維持管理の徹底 村民生活に直結している浄化槽の維持管理費用に係る費用の一部を村が補助 

木材需要の創出 不燃材の板材の開発・供給等により、様々な木材需要を創出 
林業の担い手育成 木匠塾や工務店・設計士向け勉強会の開催等 

ごみを捨てにくい環境づくり 村民あげてのクリーンキャンペーンの実施等により、ごみを捨てにくい環境
づくりを推進 
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水源地の森の保全 

・500 年以上昔、川上村は室町時代から続く
吉野林業の中心地にあり、緑を育みながら水
の恵みを下流に届けてきました。 
・「先人たちが遺してきた自然と意思をしっ
かりと受け継ぎ、未来へ手渡したい」という
思いから、川上村は村の奥地にある、吉野川
源流の三之公地区の 500 年以上も昔から手つ
かずの森の約 740haを買い取り、吉野川源流
「水源地の森」として保全しています。 
・「水源地の森」には貴重な植生や生態が残
されており、これらの保全に向けた調査・研究を行うとともに、この森の持つ魅力に触れ
るツアーを開催し、水源地の村の環境保全に向けた取り組みへの理解を呼びかけています。 
 
和歌山市との「水源地保護に関する協定」 

・平成 15年 8月 1日（水の日）に和歌山市と川上村で、和歌山市民に豊かで美しい水を供
給していくために吉野川・紀の川の水源地を保護するための協定書を締結しています。 
・川上村が再生中の原生林（三之公川上流域）の一部を「和歌山市民の森」として和歌山市
民のボランティア等の市民の手で森づくりに取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【協定項目】 
１．豊かな水環境を保全・創出していくために川上村と和歌山市は、
流域市町村に協力を呼びかけて、広域的な連携に取り組んでいく。 

２．和歌山市は森林保全を進めるため、川上村に『和歌山市民の森づ
くり』の実現に努める。 

３．川上村と和歌山市は、水源地環境保全事業の重要性を啓発するた
めの人的交流を行う。 

４．川上村と和歌山市は、この協定を契機として、さらに連携を強め、
吉野川・紀の川流域の豊かで美しい水を供給維持していくために、
一体的な総合施策の推進に努める。 

出典）川上村 HP 
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大阪工業大学との連携 

・川上村と大阪工業大学との連携は、間伐材の有効利用や林業体験などに取り組むワーク
ショップ「川上村木匠塾」の活動に建築学科の学生が参加したことから始まりました。 
・「水源地の村づくり」をすすめる川上村と「環境学」に取り組む大阪工業大学とが、「連
携・協力に関する協定」を締結し、環境共生や地域づくり、文化・芸術の振興、川上村民の
生活の向上に向けた取り組みを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
未来への風景づくり 

・大滝ダム事業に伴う集団移転によって、今は無人となってダム湖畔にたたずむ白屋集落
跡において、かつてこの地にあった、人の暮らしのぬくもりを、植栽による景観づくりを
とおして再生するプロジェクト。 
・水源地の環境保全として、企業・団体が区画ごとに植樹と管理を行っています。 
・また、ここを拠点として、水源地である川上村全体をフィールドに職員研修や社会貢献
活動、村と企業、企業と企業の交流も展開しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典）川上村 HP 

 

・旧川上東小学校リノベーション  ・桜ライブキャスト 
・川上村 PRコンテンツ制作  ・工大×川上村ブランドの食品づくり 
・村内観光施設の再開発企画の提案 ・旧川上東小学校の看板制作 
・フリーWiFi 接続サービスの展開 ・ソーラーコンバート EV の開発 
・大阪工業大学×奈良県川上村 連携授業「源流学」 
・間伐材を使った吉野産割り箸を利用したエコ活動 
・「蓄光ガラスタイル」を使った自然照明システムの提案 等 

取り組み一覧 
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水のつながりプロジェクト 

・水源地域で育まれた吉野川の水が、吉野川分水として大和平野に導水され、その安定的
に供給される農業用水で営農できていることに感謝し、平成 23年に大和平野土地改良区よ
り川上村に「おかげ米」が贈呈されました。 
・「おかげ米」贈呈をきっかけに、大和平野と水源地域との間にさらなる友好関係を育も
うと平成 24年度から「水のつながりプロジェクト」がスタートしました。 
・大和平野及び水源地域の児童が大和平野で田植え・稲刈り体験、川上村で環境学習と川
の生き物しらべ体験と通じ交流することで、水源地域と大和平野が吉野川分水で繋がって
いることを感じて大和平野の地理、歴史、及び水源地の役割を学習しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

林業の担い手育成 

・「木匠塾」は木匠館を拠点に近畿圏内 4 大学の住環境や建
築を学ぶ学生が、吉野林業の本場で間伐材を使った制作物や
林業体験・村内見学を通じ、吉野産材や山村への理解を深めて
もらう取り組みです。 
・学生たちが実際に木に触れてみて林業についての理解を深
めることや、自分たちのアイデアを織り交ぜた制作物を造り、
村に還元することを目的とし、活動しています。 
・木匠塾はこれまでの活動が評価され、ウッドデザイン賞 2018
ソーシャルデザイン部門コミュニケーション分野において受賞
しています。 

  

出典）川上村 HP 

 

出典）川上村 HP 
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4.6 地域活性化に関わる主な取り組み 
4.6.1 地域活性化に関わる主な施設等 
水源地域における主要な活性化に関わる施設等は、以下に示すとおりであり、豊かな自然

環境を提供する施設、芸術に関わる施設、林業に関わる施設など様々な施設があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 30 水源地域の活性化に関わる施設等 
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表 3 水源地域の主な活性化に関わる施設等(1) 
No. 施 設 名 概 要 

1 匠の聚 

豊かな自然に囲まれた環境の中で、アーティストが生活しながら創作活動を行うア
トリエ棟、彼らの作品やゲストアーティストの展示などを行うセンター棟、一般用
の宿泊施設、カフェ等を備え、大人も子供も楽しめるイベントや、陶芸、七宝焼な
どの制作体験、コンテストなど様々な形でアートを身近に感じることができる施設
として人気が高い。 

2 森と水の源流
館 

吉野川・紀の川源流地域における豊かな森と水の恵みを体感し、学べる体験型交流
施設となっている。 

3 
吉野杉工房 
（川上村木工
センター） 

木を丸太のまま仕入れ、加工し、家具や雑貨小物の製作、そして販売に至るまで、
一貫した製品づくりを行っている。吉野杉の魅力、木目を活かした川上村特産の柾
波木芸品の他、オリジナル家具の受注生産にも応じている。 

4 
川上総合セン
ターやまぶき
ホール 

本格的な舞台設備をはじめ、展示ギャラリーや創作工芸室、調理実習室、図書館等
を併設し、様々な目的で利用できる。 

5 ふれあいセン
ター 

かわかみらいふが事務所を設け、管理を行っている施設である。「小さな拠点」と
してリニューアルし、ここを拠点に「コミュニティカフェ」、「出張診療」、「健
康教室」、「サークル活動⽀援」を、区（⾃治会）、社会福祉協議会、診療所、村
各課と連携して実施している。 
また、地元スーパー「吉野ストア」をはじめ、「ならコープ」や関連団体と連携
し、⾷料品を中⼼とした「移動スーパー事業」、⽇⽤品を中⼼とした「宅配事業」
を行い、買い物利便を確保するとともに、宅配時に声かけ等を実施し⽣活不安を解
消に貢献している。 

6 中井渓谷自然
塾 

渓流釣りやバーベキューを楽しむだけでなく、アマゴをはじめとする、渓流に生息
する魚の生態を学べる学習室があり、子供たちの環境学習の場としても利用されて
いる。 

 

    

匠の聚 森と水の源流館 吉野杉工房 

   

川上総合センターやまぶきホール ふれあいセンター 中井渓谷自然塾 

 

 

  

出典）かわかみ源流ツーリズム HP、川上村 HP 
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表 3 水源地域の主な活性化に関わる施設等(2) 
No. 施 設 名 概 要 

7 井氷鹿の里・も
りもり館 

自然を活かしたスタイルで、安全に渓流釣りの楽しさを知ってもらおうという目的
で造られた施設。幼児向けのつかみ取り池や、安全に配慮した放流用釣り場があ
る。バンガローやバーベキュー場も併設されており、家族でキャンプなどに利用で
きる。 

8 白川渡オートキ
ャンプ場 

オートキャンプ場は河畔にあり、よく整備された公園の雰囲気。全サイト AC電源
完備。清冽な水と清々しい緑を味わえる。管理棟にはシャワー室、コインランドリ
ー設置。周辺には、四季折々に変化する豊かな川上村の大自然が広がり、大人も子
供も楽しく遊べるレジャー施設となっている。  

9 
大滝ダム 
学べる防災ステ
ーション 

人間の知恵がどのように「水」を治め、「水」を活用してきたかを「見て、聞い
て、さわって」学習する施設。近畿地方で最大級の「大滝ダム」で、暮らしを支え
るダムについて学ぶことができる。 

10 道の駅「杉の湯
川上」 

温泉客や観光客をターゲットにして手作りこんにゃく、火打ち餅、柿の葉寿司など
を中心に地域特産品が売られている。 

11 ホテル杉の湯 
川上村の中心に位置する温泉。大自然が目の前に迫る露天風呂からの風景が宿泊客
に好評。季節で変わるオリジナルプランは吉野の優しさを感じ、川上村を満喫でき
る。日帰り入浴のサービスも行っている。 

12 
かわかみ源流ツ
ーリズム（観光
案内所） 

村の観光案内所としてオープンし、川上村の自然、歴史、文化、暮らしを題材に村
民がガイドとなり様々な体験プログラムを実施している。 

13 ダム釣り公園 
大迫ダムの周辺は豊かな自然に囲まれ、湖畔の散策やドライブに最適なコースにな
っている。ダム釣り公園では浮き桟橋の上でヘラブナ・ブラックバス・コイなどの
釣りが楽しめる。 

 

   

井氷鹿の里・もりもり館 白川渡オートキャンプ場 大滝ダム学べる防災ステーション 

   

道の駅「杉の湯川上」 ホテル杉の湯 かわかみ源流ツーリズム 

 

  

出典）川上村 HP・かわかみ源流ツーリズム HP・国土交通省近畿地方整備局 HP 
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4.6.2 ダム周辺施設の利用状況 
令和元年の大滝ダムの年間利用者数は 132,950 人であり、奈良県のみならず、大阪や

和歌山県等の近畿圏から利用がみられます。また、公益財団法人吉野川紀の川源流物語
が運営する源流人会（源流を守り、育ててゆこうとする会）でも、奈良県のみならず、大
阪や和歌山県等の近畿圏から参加されています。 
ダム周辺施設の入込観光客数は平成 21年度までは増加していましたが、平成 23年度

にかけて減少し、近年は増減を繰り返しており、平成 28年度以降の 5年間は減少傾向と
なっています。また、白川渡オートキャンプ場についても令和３年度までは増加してい
ましたが、それ以降は減少傾向となっています。紀の川ダム統合管理事務所の運営して
いる大滝ダム・学べる防災ステーションは多くの人々に利用されており、特に小学校の
防災教育をはじめ、多くの団体に防災や大滝ダムの役割を伝えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 31 大滝ダムの利用者の住居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 32 源流人会の会員数   

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料  
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奈良 大阪 和歌山 京都 他

出典）森と水の源流館提供資料  
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図 33 ダム周辺施設の入込観光客数 

 

図 34 白川渡オートキャンプ場入込客数 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 35 大滝ダム・学べる防災ステーションの小学校等の校外学習  
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出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

出典）第 20 回近畿地方ダム等管理フォローアップ委員会資料 

出典）川上村提供資料より作成 
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4.6.3 地域活性化に関連する取り組み 
水源地域では、川上村をはじめとし、紀の川ダム統合管理事務所や、森と水の源流館、か

わかみ源流ツーリズム等の団体が地域活性化に関連する取り組みを実施しています。 

表 4 水源地域の主な活性化に関連する取り組み（１） 

取組名 施 設 名 主 催 概 要 

大滝ダム体験 
ツアー 

大滝ダム学べる
防災ステーショ
ン 

紀の川ダム統合
管理事務所 

「大滝ダム堤体」の普段入れないコンジットゲート室やダ
イナミック広場において、ダムの役割や仕組み等の説明を
聞きながら見学できる。「大滝ダム・学べる防災ステーシ
ョン」では、映像や模型の見学や過去に起こった豪雨体験
ができる。 

大滝ダム見学新聞
コンクール 

大滝ダム学べる
防災ステーショ
ン 

紀の川ダム統合
管理事務所 

校外学習で大滝ダムを訪れた子どもたちを対象に、大滝ダ
ムで「見たこと、学んだこと、感じたこと」を新聞にまと
めてもらうダム見学新聞コンクールを行っている。また、
優秀作品に対して表彰式を開催している。 

ダムカードの配布 大滝ダム管理支所 
紀の川ダム統合
管理事務所 

紀の川ダム統合管理事務所では、大滝ダムおよび猿谷ダム
を広く知ってもらうため、ダムカードを作成し、配布して
いる。 

匠の聚フォトコン
テスト 匠の聚 匠の聚 

川上村の自然風景や動植物、花、人々の暮らしや催事、文
化や歴史など時代や社会が映し出される写真作品を広く
募集するフォトコンテストを開催している。 

大滝ダム流木配布
活動 大滝ダム 紀の川ダム統合

管理事務所 
ダムに流れ込む流木を無料配布し、ダムの認知度を高めて
いる。 

水源地の森ツアー 吉野川源流・水源地の森 森と水の源流館 

川上村の奥地にある、先人達が遺してき自然と意志をしっ
かりと受け継ぎ、未来に手渡したいという川上村の想いの
詰まった森（吉野川紀の川源流三之公地区）を訪ねるツア
ーを開催している。 

源流学の森づくり 川上村内 森と水の源流館 

吉野川・紀の川の源流域にある天然林の伐採跡地を元のよ
うな森に戻そうと平成 14 年から始まった取組である。源
流学の森づくりの拠点として「源流のやど」を建設したり、
源流学の森指導者講習を行ったりしている。 

源流のつどい 川上村内 森と水の源流館 おおたき龍神湖の遊歩道を散歩しながら自然観察を行う会や白屋地区の保全活動を開催している。 

川上村遊水 
フェスタ 

おおたき龍神湖 
森と水の源流館 
匠の聚 
中井渓谷自然塾 

川上村 

川上村の様々な場所や施設で、「木」や「水」をテーマに
さまざまな体験に参加したり、川や山で本物の自然に触れ
たりすることができる。令和 6 年度にはレイクカヤック、
おおたき龍神湖巡視、ワークショップ、アマゴつかみどり、
マルシェ等を開催している。 

夏越大祓・七夕燈
籠祭 

丹生川上神社上
社 

丹生川上神社上
社 

夏越の大祓神事、茅の輪くぐりと数百個の燈籠に火を灯
し、願いを込めた祈祷札をお焚き上げする神事を行ってい
る。 

かみせ祭り 杉の湯周辺 川上村 地域の活性化に貢献することを目的として、川上村役場周
辺で夏祭りが毎年開かれている。 

十二社権現高原氏
神神社秋の大祭 

十二社権現高原
氏神社 

十二社権現高原
氏神社 

惟喬親王（844～897 年）を偲び、伝統衣装を着て餅を撒
き、村民総出で餅を奪い合う勇壮で賑やかな祭りを開催し
ている。 

ふれあいまつり やまぶきホール 川上村 
「未来への風景づくり」への協賛企業・団体と村民の方々
とのふれあいになる場として、イベントが開催されてい
る。 
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表 4 水源地域の主な活性化に関連する取り組み（２） 

取組名 施 設 名 主 催 概 要 

奈良県 
山の日・川の日 奈良県 奈良県水・大気環

境課 

山と川の重要性や魅力について理解を深め、誇りと愛着を
持つことができる美しい山と川をはぐくみ、次世代へ引き
継いでいくために様々な取り組みを行っている。 

吉野川紀の川し
らべ隊 

旧白屋地区 
森と水の源流館 
ふれあいセンタ
ー及び周辺 

森と水の源流館 

吉野川・紀の川をフィールドとして、主に自然環境の調査
を行っている。 

かわかみ源流ツ
ーリズムの主催
する体験プログ
ラム 

川上村 かわかみ源流ツー
リズム 

魚釣り体験、木工体験、自然・昆虫観察会、郷土料理体験、
源流ツアー、茶摘み体験、しめ縄づくり体験会、星空観察
会、絵具づくり体験会、バードウォッチング、収穫体験、
特別講演、ウォータースポーツ体験、山菜取り体験、瞑想・
写経体験、アマゴ掴み取り体験、ケイビング、読書会、歴
史探訪、キャンプ体験、書道体験等の様々な体験プログラ
ムをかわかみ源流ツーリズムがサポートしながら事業者・
村民が実施している。 

紀の川じるし ― 川上村 紀の川吉野川流域を一つの「商店街」に見立て、豊かな川
の流れに支えられた地域の「恵み」をブランド化している。 

紀の川じるしの
ESD 森と水の源流館 森と水の源流館 

地域資源の「恵み」を胸髄として奈良教育大学や流域の先
生とともに、森の水の源流館 ESD 授業づくりセミナーを
実施している。 

源流の日 ― 川上村 第 34 回全国豊かな海づくり大会記念事業開催日を「源流
の日」として定めている。 
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表 5 水源地域の主な活性化に関連する団体 

団 体 名 概 要 
公益財団法人 吉野川紀の
川源流物語 

吉野川紀の川の源流部を拠点に自然的価値、文化的価値を大切にしながら
流域や都市部の人たちに伝え、共に考え行動することで、現流域の自然環
境保全に努めている。森と水の源流館を管理しており、環境学習・体験プ
ログラムの提供にかかわる事業（水源地の森ツアーや紀の川じるし等）や
流域交流・啓発にかかわる事業（川上村「未来への風景づくり」等）、源
流域の自然や歴史の調査・研究にかかわる事業（吉野川紀の川しらべ隊
等）、拠点公共施設の管理・運営にかかわる事業（森と水の源流館、水源
地の付帯施設の管理）等を実施している。 

一般社団法人吉野かわかみ
社中 

行政組織である川上村と 4 つの林業団体が参画し、持続可能な吉野材の一
貫供給体制と情報拠点を構築している。村産材を安定供給できる体制をつ
くり、林業による村の活性化を目的としている。 

一般社団法人かわかみ源流
ツーリズム 

自然資源の有効利用を図り、観光基盤の開発整備による地域振興事業を推
進するとともに、施設（ホテル杉の湯、匠の聚）等の効果的な管理運営を
行い、住民の福祉の増進と豊かな地域社会の実現に寄与している。 

山遊び塾ヨイヨイかわかみ 奈良県川上村を中心とした奥大和の自然・文化・歴史の魅力を掘りおこ
し、山村での新しいなりわいのひとつとしてエコツアー推進に取り組むガ
イド団体である。エコツーリズムやアドベンチャーツーリズムの手法を用
いて、地域資源をいかした自然体験プログラムを企画・運営しており、お
おたき龍神湖ではレイクカヤック・SUP 体験を提供している。 
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5. 水源地域における課題 
 水源地域である川上村は、“かけがえのない美しい森と水”とともに、豊かな暮らしを育む
ため、全国に向けて「川上宣言」を発信し、下流から求められる水源地としての役割を積極
的に果たしながら、「水源地の村づくり」に取り組んできました。 
今後それらの取り組みを継続するとともに、推進していくにあたって、水源地域が抱える

問題を如何に解決していくのかが水源地域における課題となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これまで水源地域の森林の大部分を占めた人工林の管理を担ってきた山守制度
の活力低下や林業従事者の減少などにより、川上村では山林の手入れが行き届
かなくなってきています。山林の手入れが行き届かなくなると、水源地域にお
ける山林は荒廃し、水源涵養機能の低下を招くとともに崩壊地の増加につなが
ることが懸念されます。 

課 題 2：林業の衰退に伴う安定した水量・水質の維持の難化 

大滝ダムは、奈良県のみならず、大阪や和歌山県等の近畿圏から利用がみられ
ます。また、水源地域である川上村と和歌山市は「水源地保護に関する協定書」
を締結しており、「和歌山市民の森づくり」や、「流域交流学習会」、「源流
体験学習会」等、上下流が連携した活動も行われています。一方、ダム周辺施
設の入込観光客数は近年 5 ヶ年で減少傾向となっており、ダムや水源地域の魅
力、効果・役割等の更なる情報発信が必要と考えられます。 

課 題 3：ダム周辺施設の利用者の低下 

水源地域の川上村では、過疎化、少子高齢化の進行が深刻となっており、地域産
業の担い手が不足するとともに持続可能な暮らしが困難となることが懸念され
ます。 

課 題 4：少子高齢化による担い手不足 

受益地へ安全・安心で豊かな水を流し続けるためには、何より水が生まれ育つ
水源地域が元気であることが必要です。水源地域である川上村においては、「森
と水の源流館」、「匠の聚」、「ホテル杉の湯」などをはじめとする数多くの
施設や事業所等によって様々な活性化活動の取り組みが行われています。ま
た、スタディーツアーの受け入れなど、大学との交流にも力を入れています。
しかし、人口減少や高齢化等による経営継続性の危機や、各施設間の連携不足
による発展性の弱さ等から地域経済が衰退していくことが危惧されます。 

課 題 1：地域経済の衰退による地域活力の低下 
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6. 基本構想（基本理念及び基本方針） 
6.1 ビジョンの必要性 
大滝ダム水源地域の豊かな自然環境をはじめとする豊富な地域資源の活用に加え、大滝ダ

ム建設に伴い、「ダム湖の創出」といった絶好の機会を活かして流域連携を活発化し、水源
地域の深刻な課題である「地域活性化」に貢献していくことが期待されます。 

また、創出されたダム湖を効果的・持続的に活用していくためには、ダム湖の命とも呼べ
る「良好な水環境の保全」や、これらを支える「山林の保全」といった課題への対応も不可欠
です。 

そのため、ダム湖をはじめとする水源地域の豊富な魅力を活用しながら、「良好な水環境
の保全」、「水源地域の活性化」、及び「流域連携」の施策を有機的に結び、自立的・持続的
な“にぎわいあふれる”水源地域の創造をめざす「大滝ダム水源地域ビジョン」の策定・推進が
必要となります。 

 

6.2 ビジョンの対象範囲 
ビジョンの対象範囲は、大滝ダム及びおおたき龍神湖周辺を基本としていますが、上下流

の交流・広報連携等の取組内容に応じて柔軟に対応します。 

 

6.3 基本理念 
水源地域には、豊かな自然環境をはじめ、独自の歴史文化や先進的な環境への取組みなど、

都市部では味わえない魅力が豊富にあります。さらに大滝ダムのダム湖による新たな水辺の
創出も大きな魅力となります。 

これらの魅力を活かし、「水源地域の活性化」、「流域連携」および「良好な水環境の保全」
の取組を継続して実施し、“にぎわいあふれる”水源地域を創造していくためには、これらの
活動を支える人々・組織の満足感や喜びなどが伴うことが重要です。 

そのため、受益地域である都市部で失われつつある健全な心と体を回復させる場として、
また環境時代に適応した学校教育や企業の人材育成の場等として、ダム湖を中心とする水源
地域の魅力を最大限に活かし、水源地域と受益地域との双方のよろこびが生まれる交流を促
進し、にぎわいあふれる水源地域の創造へと繋げていくことが必要です。 
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この考えに基づき、大滝ダム水源地域ビジョンの基本理念を、以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36 大滝ダム水源地域ビジョン基本理念のイメージ 

  

基本理念 
水と心のふるさとである水源地域の豊かさを背景に、大滝ダムやダム湖周辺の魅力を
活用し、良好な水環境を提供する水源地域の持続的なにぎわいづくりをめざす。 

良好な水環境を提供する水源地域の 
持続的なにぎわいづくり 

水と心のふるさとである 
水源地域の豊かさ 

大滝ダムやダム湖周辺の 
魅力の活用 

有機的に連携 

 

良好な 
水環境の保全 

 

水源地域の 
活性化  

持続可能な
流域連携 
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6.4 基本方針 
大滝ダム水源地域ビジョンの基本理念を実現していくために、基本理念を具体化した 3 つ

の基本方針を設定し、これに基づく実現性・持続性のある効果的な施策を展開していくこと
とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 37 大滝ダム水源地域ビジョンの基本方針 

 

 

 

 

基本理念 
水と心のふるさとである水源地域の豊かさを背景に、大滝ダムやダム湖周辺の魅力を
活用し、良好な水環境を提供する水源地域の持続的なにぎわいづくりをめざす。 

 
基本方針 3 
持続可能な流域連携 
 

 
基本方針 2 
良好な水環境の保全 
 

 
基本方針 1 
ダムを活用した 
地域活性化 

大滝ダム及び周辺施設
の利活用や環境整備等
を推進し、地域全体の
魅力を高め、地域の活
力を向上させます。 

大滝ダムを含めた吉野
川・紀の川の水環境を
保全する活動に取り組
み、水環境保全への動
機付け等を行います。 

水源地域が上下流の自
治体の協力・支援を受
けながら、施策の推進
や人材の育成に取り組
み、持続可能な体制づ
くりを推進します。 
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7. 行動計画 
7.1 施策テーマ・施策メニューの設定 
大滝ダム水源地域ビジョンの行動計画は、基本理念と基本方針に基づいて、これを具体化する施策テーマ・施策メニューを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
防災機能の低下 
森林荒廃による水源の質・量の悪化 
観光・教育・交流機会の損失等 

  

 

人口減少に伴う 
地域経済の 
衰退による 

地域活力の低下 

 少子高齢化による 
担い手不足 

 
林業の衰退に伴う 
安定した水量・ 

水質の維持の難化 

 
ダム周辺施設の 
利用者の低下 

課題 基本理念 受益地のメリット 施策テーマ 施策メニュー ダムの役割 

ダムの湖面利用 

ダム湖周辺 
施設の活用 

ダム周辺の 
環境形成 

水環境対策 

広報 

人材育成 

1.湖面利用の促進 

2.ダム、周辺施設を活用した 
イベント、ツアー実施 

3.ダムと地域資源が 
連携したモデルコース作成 

4.ダムを活用した学習 

5.ダム周辺の魅力あふれる 
景観形成 

6.ダム周辺設備の拡充 

7.源流域の水環境の保全 

8.環境啓発イベント等 
の実施 

9.水源地域及び 
受益地による広報 

10.次世代を担う人材の 
育成 

水と心のふるさとである 
水源地域の豊かさを背景に、 
大滝ダムやダム湖周辺の 

魅力を活用し、良好な水環境を 
提供する水源地域の 

持続的なにぎわいづくりを 
めざす。 

基本方針 

良好な 
水環境の保全 

持続可能な 
流域連携 

ダムを活用した 
地域活性化 

●流域内に気軽に訪れ、
余暇を楽しめる場所が
でき、生活の質の向上
や地域への愛着の醸成
が期待される 

●持続的に安心・安全な
飲み水が確保できる 

●次世代を担う子供たち
の教育・育成・交流へ
の貢献が期待される 

●次世代を担う子供たち
の教育・育成・交流へ
の貢献が期待される 

●流域内に気軽に訪れ、
余暇を楽しめる場所が
でき、生活の質の向上
や地域への愛着の醸成
が期待される 

●次世代を担う子供たち
の教育・育成・交流へ
の貢献が期待される 

●持続的に安心・安全な
飲み水が確保できる 

●流域内に気軽に訪れ、
余暇を楽しめる場所が
でき、生活の質の向上
や地域への愛着の醸成
が期待される 

水源地の機能維持と地域活性化の両立が 
受益地域に対する影響の回避につながる 

受益地への影響 

防災操作を行うことで、
下流河川における洪水
被害を軽減し、治水安全
度を向上しています。 

洪水調節 

 
大滝ダムは、奈良県、和
歌山県、和歌山市、橋本
市には水道用水、和歌
山市には工業用水を安
定的に供給していま
す。 

水道用水・工
業用水の供給 

大滝ダムからの放流水
を利用して直下の関西
電力（株）大滝発電所で
発電しています。 

発電 

 
雨の少ない時期に、川
にすむ生物や川が本来
持っている環境に影響
がでないよう下流に向
けて放流することで、
ダム下流の河川環境を
保全しています。 

流水の正常な
機能の維持 

図 38 大滝ダム水源地域ビジョンの施策体系 
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7.2 課題解決のための施策 

各施策メニューに対して、これを具体化する施策を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

施策 

10.次世代を担う 
人材の育成 

3.ダムと地域資源が 
連携したモデルコース

作成 

9.水源地及び受益地 
による広報 

7.源流域の水環境 
の保全 

6.ダム周辺設備の拡充 

4.ダムを活用した学習 

5.ダム周辺の魅力あふ
れる景観形成 

 

2.ダム、周辺施設を活
用したイベント、 

ツアー実施 

1.湖面利用の促進 

8.環境啓発イベント等
の実施 

(1)湖面巡視体験の継続・発展 

(2)カヤック体験の継続 

(3)新たな湖面利用の実現性検討 

(4)湖面の利用ルール検討 

(5)インフラツーリズム等の継続・発
展 

(6)奈良県 山の日・川の日でのイベ
ントの継続 

(8)コース作成 

(7)水源地の森ツアーの継続 

(10)ダム見学新聞コンクールの継続 

(9)ダム･周辺施設を活用した学習 

(13)環境整備 

(12)各見晴らしスポットに必要な環
境整備 

(11)ダム湖周辺への植樹・景観形成 

(19)吉野川・紀の川流域協議会によ
る啓発活動の継続 

(18)関連イベントとの連携 

(17)啓発イベントの継続・新規企画 

(16)ダム操作による水質保全の継続 

(15)企業活動の受け皿づくり 

(14)水源地域の森林保全・再生活動
の継続 

(23)流域の「つながり」を見える化 

(22)水のつながりプロジェクトの広
報・展開 

(21)受益地・水源地における情報の
相互リンク・相互発信 

(20)川上村における既存広報の継
続・拡大 

(25)既存活動の継続・展開 

(24)大学と連携した研究の公表 

基本方針１ 
ダムを活用した 
地域活性化 

基本方針２ 
良好な 

水環境の保全 

基本方針３ 
持続可能な 
流域連携 

基本方針・施策メニュー 
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施策メニュー １.湖面利用の促進 

施策 
(1)湖面巡視体験の継続・発展 
ダム湖におけるレクリェーションを体験できる場として、湖面巡視体験を
通して、都市圏からの活用促進を行う 

施策内容 国 村 流 他 

【既存活動の継続】 
（継続）川上村のイベント等に積極的に協力し、湖面巡視体験を継続

的に実施する。 

 
● 
 

 
(●) 

 

 
 
 

 
(●) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

湖面巡視体験の様子 
 

  【凡例】 
黒字：現在実施されている取組 
青字：川上村の既存計画（湖面利用計画マスタープラン R4.3）の取組 
赤字：新たな取組 
●：実施主体 （●）：協力・支援 
国：紀の川ダム統合管理事務所 村：川上村 
流：下流域自治体 他：その他団体 
 

人気が高い湖面巡視体験を継続し、ダムや水源地への関心をさらに高めていく 

基本方針 1 ダムを活用した地域活性化 
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施策メニュー １.湖面利用の促進 

施策 
(2)カヤック体験の継続 
ダム湖におけるレクリェーションを体験できる場として、カヤック体験な
どを通して、都市圏からの活用促進を行う 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）民間事業者がカヤックやサップの体験プログラムを実施して

いる。カヤック等による湖面利用の継続を図る。 
（継続）おおたき龍神湖の環境保全と利用の安全性の観点から、湖面

を利用する民間事業者は湖面利用指導者※のみとする。 
※利用者の安全を適切に確保するための知識及び経験を有しており、
川上村が、吉野川・紀の川の源流部に位置する村として、水源地の村
づくりとして様々な取組を進めていることを利用者に適切に伝える
ことができる人 

 
 
 
 

 
 
 
● 

 
 
 
 

 
● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    民間事業者（山遊び塾ヨイヨイかわかみ）の利用状況 
出典）かわかみ源流ツーリズム HP 

 

  

環境の保全を図りつつ、豊
かな自然に触れられるカヌ
ー等湖面利用を促進する 
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施策メニュー １.湖面利用の促進 

施策 (3)新たな湖面利用の実現性検討 
釣り等の湖面利用についても実現性について検討する 

施策内容 国 村 流 他 
【新たな湖面利用の検討】 
（新規）釣りによる湖面の利用促進を検討する。なお、湖面利用方法

は、湖面の利用ルール（エンジン付ボートの禁止等）を遵守
するとともに、おおたき龍神湖の自然・生態系に配慮した方
法とすることで、外来種の繁殖を抑止する。 

 
 

 
● 
 
 
 

 

 
(●) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         おおたき龍神湖利用ルール 
 

釣り等による湖面利用促進のイメージ 
出典）湖面利用計画マスタープラン(R4.3)、「おおたき龍神湖」湖面利用計画 

 

  

ワカサギ釣り等、環境の保全とそれらを活かした湖面利用方法を検討する 
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施策メニュー １.湖面利用の促進 

施策 
(4)湖面の利用ルール検討 
水質保全は大滝ダムでは必須事項であるため、湖面の利用ルールを検討す
る 

施策内容 国 村 流 他 
【利用ルールの継続・強化】 
（継続）おおたき龍神湖の環境保全と利用の安全性の観点から、湖面

を利用する民間事業者は湖面利用指導者のみとする。また、
湖面を利用する民間事業者が中心となって施設の清掃等の日
常的な維持管理を行う。 

（新規）おおたき龍神湖の環境保全のため、湖面利用者は環境保全に
関する学習を義務づける等の利用ルールを検討する。 

（新規）湖面利用者から利用料金を徴収し、スロープ等の維持管理費
とするなどの検討を行う。 

（新規）今後湖面利用者を増やしていくために、湖面利用指導者の知
名度・価値の向上を図る。 

 

 
(●) 

 
 
 
● 
 
● 
 
● 

 

 

 
● 
 
 
 
 
 

(●) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

湖面利用手続きの流れ                       湖面利用ルールチェックリスト 
出典）川上村 HP 

 

  

湖面利用指導者登録の申請 

湖面利用 

川上村担当者との面談 

湖面利用指導者登録証の受取 

湖面利用の申請 

湖面の環境保全・施設の維持管理
に向け、既存の湖面利用ルールを
継続・強化していく 
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施策メニュー 2.ダム、周辺施設を活用したイベント、ツアー実施 

施策 (5)インフラツーリズム等の継続・発展 
既存活動であるダム体験ツアーの継続・発展を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）大滝ダムの一般開放箇所（ダムの中みち等）、大滝ダム学べ

る防災ステーションは引き続き立入・見学ができるようにす
る。 

（継続）引き続き、アニバーサリープロジェクト（ダム運用開始 15周
年、20周年）等のイベントを開催するとともに、これらに併
せて、普段は入れない監査廊等を見学できるダム体験ツアー
を実施する。 

 
● 
 
 
● 
 
 
 

 
 
 
 

(●) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
(●) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

              大滝ダム体験ツアーの様子 
出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大滝ダム施設一覧 

出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP 
 

大滝ダムの施設の一般
開放や大滝ダム体験ツ
アー等、大滝ダムを観
光資源として活用する 
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施策メニュー 2.ダム、周辺施設を活用したイベント、ツアー実施 

施策 (6)奈良県 山の日・川の日でのイベントの継続 
既存活動である奈良県 山の日・川の日の継続を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）７月の第３月曜日は「奈良県山の日・川の日」として定めら

れており、令和４年度から奈良県在住の小学生とその保護者
を対象に、「「山」と「川」の学校」が開催されている。森と
水の源流館での水循環に関する学習、丹生川上神社上社の宮
司による講話を通じて、「山」や「川」の役割・重要性を再認
識していただき、山や川を守るという意識の醸成を図ってい
る。本イベントを今後も継続して実施する。 

 
 
 
 
 

 
(●) 

 
 
 
 
 

 

 
● 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 森と水の源流館での学習           丹生川上神社上社での講話の様子 

出典）奈良県 HP 
  

既存活動である奈良県山の日・川の日でダム周辺施設を活用する 
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施策メニュー 2.ダム、周辺施設を活用したイベント、ツアー実施 

施策 (7)水源地の森ツアーの継続 
既存活動である水源地の森ツアーの継続を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）普段は入山できない水源地の森へ行き、その魅力に触れるガ

イドツアーを実施しており、今後も継続する。 
  

  
 
● 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   水源地の森ツアーの様子 

出典）川上村 HP、かわかみ源流ツーリズム HP 
 

施策メニュー 3.ダムと地域資源が連携したモデルコース作成 

施策 
(8)コース作成 
ダムと周辺観光資源を連携し、水源地域の重要性や魅力を周知できるコー
ス・企画を検討・作成する 

施策内容 国 村 流 他 
【体験モデルコース作成】 
（新規）吉野川流域ではダムカレーや柿の葉寿司などを販売するグル

メスポットがあり、ダムの湖面利用とあわせてモデルコース
を検討する。 

 

 
(●) 

 
 

 

 
● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    地域の資源マップ 
出典）川上村 HP 

地域の資源を活用したモデル
コースを検討する 

森と水の源流館の開
催している水源地の
森ツアーを引き続き
継続する 
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施策メニュー 4.ダムを活用した学習 

施策 
(9)ダム・周辺施設を活用した学習 
大滝ダムや「大滝ダム 学べる防災ステーション」を、「学習の場」として
活用する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）大滝ダムは小学生の校外学習や中学生の職業体験、大学生の

見学等実施されており、大滝ダムや大滝ダム学べる防災ステ
ーションは学べる場としてされている。今後も継続するとと
もに、新規需要があれば積極的に受け入れ、学習の場として
の更なる活用を図る。 

 
● 
 

 
 
 

 
(●) 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大滝ダム学べる防災ステーション         校外学習の様子 
出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP、国土交通省 HP 

  

大滝ダムや大滝ダム学べる防災ステーションの学習の場としての活用を継続する 
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施策メニュー 4.ダムを活用した学習 

施策 (10)ダム見学新聞コンクールの継続 
既存の取組である「ダム見学新聞コンクール」を継続的に実施する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）紀の川ダム統合管理事務所主催で毎年実施されている「ダム

見学新聞コンクール」を継続する。また、応募促進に向けた活
動に引き続き取り組む。 

 
● 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
令和 6 年度「ダム見学新聞」コンクール表彰式の記念写真 

出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ダム見学新聞」コンクールの参加総数の推移 
出典）紀の川ダム統合管理事務所 HPより作成 

 
  

近年、参加数が増加。引き続き応募促進に取り組み、ダムへの関心をさらに高めていく 
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施策メニュー 5.ダム周辺の魅力あふれる景観形成 

施策 (11)ダム湖周辺への植樹・景観形成 
ダム堤体周辺や白屋地区等について、植樹による景観づくりに取り組む 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）白屋集落跡において、植栽による景観づくりを通して人の暮

らしのぬくもりを再生するプロジェクト（未来への風景づく
り）が実施されており、水源地の環境保全として、企業・団
体が区画ごとに植樹と管理を行っている。また、ここを拠点
として川上村全体をフィールドとした職員研修や社会貢献活
動が実施されたり、毎年秋にふれあいまつり開催されたりし
ており、村・企業・村民の交流の場となっている。本プロジ
ェクトを今後も引き続き継続していく。 

（継続）地域の人に親しまれ、開かれたダムを目指して、これまで、
流域住民に愛着を持ってもらえるダム作りを行っており、さ
らに、ダムとともに水源地域である川上村の玄関口を彩る新
たな景観整備を行う。なお、優先的には、ダム下流右岸法面
や、湖面広場の植栽等の景観整備を行い、四季の移ろいが楽
しめるエントランスゾーンとしていく。また、ダム見学新聞
コンクール受賞記念として、大滝ダム堤体付近への桜の植樹
を行っており、今後も景観づくりに資する活動を継続してい
く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(●) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
未来への風景づくりプロジェクト 

出典）川上村 HP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ダム堤体付近への桜の植樹 

出典）紀の川ダム統合管理事務所提供 
 

企業・団体が植樹・管理 

未来への風景づくりプロジェクトや大滝ダム堤体付近への植樹を通じて魅力あふれる景観
形成を進めていく 
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施策メニュー 5.ダム周辺の魅力あふれる景観形成 

施策 
(12)各見晴らしスポットに必要な環境整備 
見晴らしスポットの景観を保全するとともに、各見晴らしスポットに必要
な環境整備を実施する 

施策内容 国 村 流 他 
【見晴スポットの環境整備】 
（新規）見晴スポットを巡り・楽しめるよう、眺望景観を保全すると

ともに、各見晴スポットに応じた環境を整備する。 
【見晴スポットの情報発信】 
（新規）観光協会の HP や観光情報サイトに、いずれの見晴スポット

も情報が掲載されておらず、情報が入手しづらい状況である
ため、関係機関の HPに掲載して、情報を発信する。 

(●) 
 
 
 
 

 
● 
 
 
● 
 
 

 
 
 
 

(●) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

白屋展望台 
  

見晴スポットを整備するとともに、白屋
展望台やクロベノエキ、鎧岳山頂展望台
等の眺望点の情報を関係機関の HP で発
信する 
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施策メニュー 6.ダム周辺設備の拡充 

施策 
(13)環境整備 
大滝ダムを魅力ある地域資源とするため、来訪者が活用しやすい施設の見
直し、拡充、整備を行う 

施策内容 国 村 流 他 
【周辺施設の拡充・整備（事業化に向けた検討・調査、拡充・整備）】 
（新規）川上村の既存計画（湖面利用計画マスタープラン令和 4 年.3

月）に示した利用促進のための施設整備を推進する。 
（新規）湖面利用促進に向け、宮の平進入路の拠点整備を検討する。 
【管理システムの整備】 
（新規）施設の維持管理の負担軽減のため、スロープ入口へのデジタ

ル承認システムの採用や監視カメラの設置等を検討する。 

 
 
 
● 
 
 
 

 
● 
 
● 
 
● 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

■宮の平進入路の拠点整備イメージ（案） 
・湖面アクセス整備（階段、スロープ、浮島改良等）、拠点利用施設整備（柵、デジタル認証
システムゲート、休憩施設、サイン等）を行い、湖面利用の拠点化を図る。 

・民間企業等によるカヌー、釣り等の湖面利用促進、利用ルールや運営体制等を検討する。 
・事業化に向けた調査、検討を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮の平進入路の拠点整備イメージ 
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施策メニュー 7.源流域の水環境の保全 

施策 (14)水源地域の森林保全・再生活動の継続 
水源地域で実施されている水環境保全活動の継続・発展を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）川上村による水源地の森（三之公地区）の保全活動をはじめ、

関西電力労働組合との協力、「和歌山市民の森づくり」等、
流域の市町村や企業等の協力を得ながら、三之公地区をはじ
めとする水源地域の森林保全・再生を継続して取組んでいく。 

【活動の情報発信の強化】 
（新規）企業・地域・大学等との連携状況は、現地の看板や川上村の

広報誌、ホームページ、SNS等で積極的に情報発信（PR）し
ていく。 

 
 
 
 
 

 
● 
 
 
 
 
● 
 
 

(●) 
 
 
 
 
 
 

(●) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

水源地の森                        和歌山市民の森づくり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
関西電力労働組合との協力          かわかみ（川上村広報誌）      

（除伐や下草刈り等の森の手入れ活動を実施） 
出典）川上村 HP 

  

既存の森林保全・再生活動を継続するとともに活動の情報を発信していく 

基本方針 2 良好な水環境の保全 
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施策メニュー 7.源流域の水環境の保全 

施策 
(15)企業活動の受け皿づくり 
自然環境の保全・再生活動に注目する企業の環境保全活動の受け皿となる
メニューを検討し、水源林の保全・生物多様性の向上を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【水資源・水環境の保全の仕組み作り】 
（新規）近年、30by30 目標に向けた取組み、NP（ネイチャーポジテ

ィブ）、TNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）等、
企業価値や社会的責任向上を図るべく自然環境の保全・再生
活動に注目する企業が増加している。水源林の保全・再生活
動等、企業による環境保全活動の受け皿となるメニューを検
討し、水源林の保全・生物多様性の向上を図っていく。 

（新規）「自然共生サイト（環境省）」制度への登録などにより、継
続的な活動のメリットを確保し、水資源・水環境の保全を図
っていく仕組みを検討する。 

 
 
 
 
 
 

 
● 
 
 
 
 
 
 
● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(●) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
自然共生サイト 

 
出典）環境省自然共生サイトパンフレット 

 
  

社会的な動向を踏まえ、企業と連携した保全の仕組みづくりを検討していく 



 

54 

施策メニュー 7.源流域の水環境の保全 

施策 (16)ダム操作による水質保全の継続 
選択取水を継続し、水質保全を図る。 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）大滝ダムでは、下流河川への放流水の冷濁水対策として選択

取水設備を運用している。引き続き、下流生物の産卵環境や
出水後の濁度対策を踏まえた適切な選択取水の運用を実施し
ていく。 

 
● 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

大滝ダム選択取水設備 
 (取水する深度を自由に選択する設備) 

出典）紀の川ダム統合管理事務所 HP 
  

大滝ダムの選択取水設備を引き続き運用し、水環境の保全を図る 

選択取水設備の役割： 下流へ放流する
時に、可能なかぎり環境影響の少ない温
度や濁度の水をダム湖から選択取水する
役目を果たす 
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施策メニュー 8.環境啓発イベント等の実施 

施策 
(17)啓発イベントの継続・新規企画 
吉野川・紀の川の良好な水質保全活動への啓発を広く周知するため、環境
啓発イベントを継続、展開する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）森と水の源流館が開催している、水源地の森ツアー、源流学

の森づくり、吉野川紀の川しらべ隊、源流のつどい等の環境
啓発イベントを継続的に実施する。 

（継続）第 34 回全国豊かな海づくり大会記念事業開催日を「源流の
日」として定めている。 

【新規企画の実施】 
（新規）さらに村民や流域住民の意識啓発につながるイベント等を検

討し、水環境保全や源流の村の役割をあらためて後世に伝え
ていく。 

（新規）上下流交流の一環として、水道の一生を辿るインフラツアー
等、新たなイベントも検討していく。 

（新規）かっぱの河太郎といった地域文化の調査・公表（大学生によ
る研究）により、さらなる環境意識向上を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
● 
 
 
● 
 
 
● 
 
● 
 

 

 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(●) 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

源流学の森づくり             吉野川紀の川しらべ隊 
                        （源流のゴミをしらべよう） 

出典）森と水の源流館 HP 
  

既存の環境啓発活動・イベントの継続、新たな環境啓発活動・イベントの検討等により、良好
な水質を保全していく 
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施策メニュー 8.環境啓発イベント等の実施 

施策 
(18)関連イベントとの連携 
吉野川・紀の川の良好な水質保全活動への啓発を広く周知するため、関連
イベントと連携した取組の展開を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【関連イベントとの連携】 
（継続）川上村や大滝ダム、紀の川流域で開催している様々なプログ

ラム（かわかみ遊水フェスタ、湖面巡視体験、ダム見学、水
質調査、クリーン大作戦等）や新規イベント企画において、
水源地環境の啓発要素やダム環境を取り入れた内容展開、大
滝ダム事業概要パネル展示、ブース出展等を継続し、引き続
きダムと流域の連携を深める。 

 
(●) 

 
 
 
 

 

 
● 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
(●) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                   大滝ダム事業概要パネルの展示 
 

施策メニュー 8.環境啓発イベント等の実施 

施策 
(19)吉野川・紀の川流域協議会による啓発活動の継続 
吉野川・紀の川流域協議会による既存の啓発活動を継続し、流域全体の環
境保全意識の向上を図る 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）吉野川・紀の川流域協議会では、ひとつの川で結ばれた流域

の自治体として連携した啓発活動等を行い、流域の豊かな水
環境の保全や創出に努めている。 

（継続）体験学習会や源流体験会等を実施するとともに、和歌山市ホ
ームページでは、「流域まるごと学校事業」として、流域環
境に関する動画を公開している。こうした啓発活動を継続的・
発展的に実施し、流域全体の環境保全意識向上を図っていく。 

 

 
(●) 
 

 
(●) 

 
 

 

 
● 

 
 
● 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体験学習会               源流体験会    
出典）和歌山市提供資料 

 

関連するイベントと連携して、水源
地環境の啓発要素やダム環境の要素
を含んだ取組を実施し、環境意識向
上を図る 
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施策メニュー 9.水源地域及び受益地による広報 

施策 
(20)川上村における既存広報の継続・拡大 
都市圏等からの来訪者誘致を行うため、川上村の既存の広報を活用し、地
域資源や連携活動、イベント等について周知する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存広報の継続】 
（継続）「かわかみ源流ツーリズム」のホームページ、インスタグラ

ムによる、体験プログラム、観光紹介等を継続し、広く水源
地域の魅力を情報発信する。 

【既存広報の拡大】 
（新規）「かわかみ源流ツーリズム」のホームページに、「森と水の

源流館」開催イベントや伝統行事、湖面巡視体験等の水源地
内イベント情報の相互リンクを張る等により、川上村内での
情報の集約・拡大を図る。 

   

 
● 
 
 
 
● 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
かわかみ源流ツーリズム HP（体験プログラムの紹介） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

かわかみ源流ツーリズム HP（インスタグラム、施設の紹介） 
出典）かわかみ源流ツーリズム HP  

「かわかみ源流ツーリズム」のホームページによる体験プログラム、観光情報の情報発信を継
続するとともに、川上村内でのイベントの情報を集約・拡大する 

基本方針３ 持続可能な流域連携 
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施策メニュー 9.水源地域及び受益地による広報 

施策 
(21)受益地・水源地における情報の相互リンク・相互発信 
都市圏等からの来訪者誘致を行うため、水源地域及び受益地が連携し、地
域資源や連携活動、イベント等について各関係機関で周知する 

施策内容 国 村 流 他 
【水源地域及び受益地の広報連携】 
（新規）川上村内での情報の相互リンクだけでなく、受益地・水源地

との間でもイベント情報等の相互リンクを図っていく。 
（新規）受益地・水源地における環境系イベント開催時に、ブースや

チラシを置く等、相互に情報発信する仕組み・窓口等を検討
する。 

 

 
(●) 

 
(●) 

 
 

 
● 
 
● 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川上村サイトマップ           SDGｓはしもと環境フェア（橋本市）            
出典）川上村 HP、橋本市 HP 

  

受益地・水源地のイベント情報等のリンク
を各自治体のＨＰで掲載する 

受益地・水源地における環境系イベント開
催時に、イベント情報等の情報発信を行う 
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施策メニュー 9.水源地域及び受益地による広報 

施策 
(22)水のつながりプロジェクトの広報・展開 
水のつながりプロジェクトの認知度向上のため、広報の強化やおかげ米の
取組展開を検討する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）水のつながりプロジェクト（大和平野地域及び水源地域）は、

水源地の重要性を受益地に伝え、良好な交流・関係を築く取
組みとして、引き続き継続していく。 

（継続）奈良県・川上村のホームページ（水のつながりプロジェクト
記事）に相互リンクを張り、広報の拡大を図る。 

【おかげ米の取組展開】 
（新規）おかげ米の取組展開を検討する。（おかげ米の販売促進、イ

ベントでの PR、おかげ野菜、紀の川流域との新たな関係構
築、丹生川上神社上社でのおかげ米の奉納・祭りの実施等） 

 
 
 
 
 
 
 

 
● 
 
 

(●) 
 
 
● 
 
 

 
(●) 

 
 
● 
 
 

(●) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
● 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 平成 23年おかげ米贈呈式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都市部と水源地との交流（小学生による田植・稲刈体験） 
出典）川上村 HP  

  

水のつながりプロジェクトの取組
（おかげ米贈呈式、都市部と水源
地との交流等）を引き続き継続す
るとともに、おかげ米の取組展開
を検討する 
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施策メニュー 9.水源地域及び受益地による広報 

施策 (23)流域の「つながり」を見える化 
既存の取組である「紀の川じるし」を推進する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）源流から河口までの豊かな川の流れに支えられた地域の「恵

み」を通して吉野川紀の川によるつながりを住民に実感して
もらう「紀の川じるし」等の取り組みを、関係団体と協力しな
がら推進する。 

 

 
● 
 
 
 

 
(●) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

紀の川じるしの取組 
（環境大臣賞・グッドライフ特別賞受賞） 

 
出典）環境省グッドライフアワードレポート 

やまいき市等の紀の川じるしの取組を引き続き継続・推進していく 
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施策メニュー 9.水源地域及び受益地による広報 

施策 (24)大学と連携した研究の公表 
大学と連携した研究・取組の公表を目指す 

施策内容 国 村 流 他 

【研究成果の公表】 
（新規）大学との連携による成果を学会やフォーラム等で公表する

ことを目指す。 

 
 

 

 
● 
 

 
 
(●) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
大学との連携協定（左：大阪工業大学、右：奈良女子大学） 

出典）川上村HP 
＜大阪工業大学との連携・協定の内容＞ 
協定の目的を達成するため、次の事項について連携・協力を行います。 

    1.環境共生のための教育・学術研究活動に関すること 
    2.地域づくりに関すること 
    3.人材育成に関すること 
    4.文化・芸術などの振興に関すること 
    5.その他、本村と大学が必要と認める連携・協力に関すること 
 
＜奈良女子大学との連携・協定の内容＞ 
目的達成のため、次の事項について連携・協力する。 

    1.地域の活性化に関すること（剣道交流大会への参画及び地域との交流連携） 
    2.地域の健康活動に関すること（住民の健康づくりの増進） 
    3.地域の産業振興に関すること（特産品協働開発への支援） 
    4.自然及び水環境に係る教育研修に関すること 
    5.その他、前条の目的を達成するために必要と認める事項 

  

引き続き大学と連携していくとともに、学会やフォーラム等で連携・研究した成果を公表する 
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施策メニュー 10.次世代を担う人材の育成 

施策 
(25)既存活動の継続・展開 
水源地域、受益地との交流活動を通して、今後活動を実践するための人材
育成を実施する 

施策内容 国 村 流 他 
【既存活動の継続】 
（継続）大阪工業大学・奈良女子大学との連携協定や、京都大学・畿

央大学・関西大学との事業連携、木匠塾による教育プログラ
ム等を継続実施し、地域課題の解決、活性化、教育、交流促
進を図る。 

（継続）「吉野かわかみ社中」による吉野林業再生、新規就業者の育
成支援等を継続する。 

（継続）「事業協同組合かわかみワーク」の人材派遣による担い手確
保を継続して支援する。 

（継続）「地域おこし協力隊制度」と「集落支援員制度」を併用した
川上村地域おこし協力隊「かわかもん」の活動を継続し、村
内へ移住し、地域資源の利活用等を推進していく。 

（継続）「公益財団法人 吉野川紀の川源流物語」による地域資源を教
材とした学習機会の提供、出張源流教室、ＥＳＤに係る事業
づくりセミナー（近畿 ESD コンソーシアムと連携）等を継続
実施し、地域の価値に気づき、ともに守り、活用する学習プ
ログラムを検討していく。 

【継続的な参加に向けた工夫】 
（新規）水源地に係る環境教育等を受講した子供たちが、誇りや喜び、

水源地域・水質保全への関心等を持ち続けていく工夫を検討
する。（受講終了証や会員証、プレミアなバッチ・カード、
資格制度、会員の同窓会等） 

 

 
● 

 
 
 

(●) 
 

(●) 
 
● 
 
 

(●) 
 
 
 
 
 
● 
 
 
 

 

 
(●) 

 
 
 
● 
 
● 
 
 
 
 
● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈良女子大学と「協働連携に関する協定」を締結（平成 29 年） 
商品パッケージのデザイン作成、宅配トラックのラッピング等を実施している 

 
出典）川上村ＨＰ 

  

既存の取組を引き続き継続し、今後活躍する人材を育成していく 
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8. 推進方針 
8.1 推進体制 
「大滝ダム水源地域ビジョン」を継続し推進していくための体制を図 39に示します。 

ビジョンの実効性を確保するため、「大滝ダム水源地域ビジョン推進連絡会（仮称）」を
原則年 1回開催し、各施策メニューの実施主体から、施策メニューの実施計画、進捗状況、
課題を共有するとともに、意見交換、アイデア・情報共有を行います。また、「大滝ダム水
源地域ビジョン委員会（仮称）」を原則 2 年に 1 回開催し、ビジョンの進捗状況の確認を
行うとともに、ビジョンの見直しなど、重要事項の協議や検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39 推進体制（素案） 
  

 

役 割：ビジョンの更新内容の確認・承認 
参加者：川上村※、紀の川ダム統合管理事務所、奈良県、 

和歌山県、和歌山市※、橋本市※ 
    ※首長 

・ビジョンの進捗点検 
・ビジョンの見直し等の 
重要事項の協議や検討 

大滝ダム水源地域ビジョン委員会(仮称) ※原則２年に 1回開催 
 

策定・審議 
・答申 

 
役 割：施策メニューの実施計画･進捗状況･課題の共有、 

意見交換、アイデア・情報共有等 

参加者：川上村、紀の川ダム統合管理事務所、 

   奈良県、和歌山県、和歌山市、橋本市、 
施策メニューの実施主体の団体・企業等 
※主に大滝ダム水源地域ビジョン策定 
準備会メンバー 

 
①施策メニューの進捗状況・今後の課題、実施計画等報告 
【施策メニューの実施主体】 

 
③施策メニューの実施・改善 

【施策メニューの実施主体】 

②実施計画に関する意見交換、アイデア・情報共有 

大滝ダム水源地域ビジョン推進連絡会(仮称) ※原則年 1回開催 
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8.2 推進スケジュール 
ダムを活かした水源地域の活性化に向けて、短期的には、既存活動を継続し、中期的には、

新規活動のうちハード整備を必要としない施策を実施し、長期的には、新規活動のうちハー
ド整備を必要とする施策を実施します。 

 

 

 

 

 

表 6 (1) 施策の推進スケジュール（案）  

施策 施策内容 短期(1～2年) 中期(3～4年) 長期(5年～) 

1.湖面利用の促進 

(1)湖面巡視体験の 
継続・発展 

   
(2)カヤック体験の 

継続 
   

(3)新たな湖面利用の
実現性検討  

 
 

(4)湖面の利用ルール
検討  

 
 

2.ダム、周辺施設
を活用したイベ
ント、ツアー実
施 

(5)インフラツーリズ
ム等の継続・発展 

   

(6)奈良県 山の日・川
の日でのイベント
の継続 

   

(7)水源地の森ツアー
の継続 

   

3.ダムと地域資源
が連携したモデ
ルコース作成 

(8)コース作成 
 

 
 

         ：必要に応じて、施策の事前準備を進めるとともに、大滝ダム水源地域
ビジョン推進連絡会(仮称) で意見交換、アイデア・情報共有等を行う 

 

  

短  期：既存活動を継続 

中  期：新規活動のうち、ハード整備を必要としない施策を実施 

既存活動の継続 

新たな湖面利用の
検討 

湖面利用ルールの 

継続・強化 

既存活動の継続 

既存活動の継続 

体験モデルコース
作成 

長  期：新規活動のうち、ハード整備を必要とする施策を実施 

既存活動の継続 

既存活動の継続 
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表 6 (2) 施策の推進スケジュール（案） 

施策 施策内容 短期(1～2年) 中期(3～4年) 長期(5年～) 

4.ダムを活用した
学習 

(9) ダム、周辺施設を
活用した学習 

 
  

(10)ダム見学新聞 
コンクールの継
続 

 
  

5.ダム周辺の魅力
あふれる景観形
成 

(11)ダム湖周辺への
植樹･景観整備 

 
  

(12)各見晴らしスポ
ットに必要な環
境整備  

 
 

6.ダム周辺設備の
拡充 

(13)環境整備 

  
 

7.源流域の 
水環境の保全 

(14)水源地域の森林
保全・再生活動の
継続    

(15)企業活動の受け
皿づくり  

 
 

(16)ダム操作による
水質保全の継続 

   

8.環境啓発 
イベント等の実施 

(17)啓発イベントの 
継続・新規企画 

   

(18)関連イベントと
の連携 

 
  

(19)吉野川・紀の川流
域協議会による
啓発活動の継続 

   

         ：必要に応じて、施策の事前準備を進めるとともに、大滝ダム水源地域
ビジョン推進連絡会(仮称) で意見交換、アイデア・情報共有等を行う 

 

  

既存活動の継続 

既存活動の継続 

既存活動の継続 

見晴スポットの環
境整備・情報周知 

事業化に向け
た検討・調査 

既存活動の継続 

水資源・水環境の
保全の仕組み作り 

既存活動の継続 

 

既存活動の継続 

関連イベントとの
連携 

既存活動の継続 

 

周辺施設の拡
充・整備 

管理システム
の整備 

活動の情報発信の
強化 

新規企画の実施 
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表 6 (3) 施策の推進スケジュール（案） 

施策 施策内容 短期(1～2年) 中期(3～4年) 長期(5年～) 

9.水源地域及び 
受益地による広報 

(20)川上村における 
既存広報の継
続・拡大 

  
 

(21)受益地・水源地に
おける情報の相
互リンク・相互発
信 

 
 

 

(22)水のつながりプ
ロジェクトの広
報・展開 

   

(23)流域の「つなが
り」を見える化 
 

 
  

(24)大学と連携した
研究の公表  

 
 

10.次世代を担う 
人材の育成 

(25)既存活動の継続・
展開 

 
  

         ：必要に応じて、施策の事前準備を進めるとともに、大滝ダム水源地域
ビジョン推進連絡会(仮称) で意見交換、アイデア・情報共有等を行う 

 

 

 

継続的な参加に向
けた工夫 

既存広報の継続 

 

水源地域及び受益
地の広報連携 

既存活動の継続 おかげ米の取組展
開 

既存活動の継続 

研究成果の公表 

既存活動の継続 

既存広報の拡大 
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